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働 く女性のメ ンタルヘルス

古 武 真 美

抄 録

現在 、メ ンタルヘ ル スに不 安 のあ る従業 員 を抱 え る企 業 は多 い。従業 員 の メ ンタルヘ ル スの悪化 は

労 働能 率低 下等 につな が る恐 れ が あ り、人 材 の能力 開発 の妨 げ と もな る。人 材 を有効 活用 した い企 業

組 織 に と って、 従業 員 の メ ンタルヘ ル ス問題 は重要 な課 題 で あ る。

出産 お よ び育 児 を経 て も働 き続 け る女性 の増加 は、長 期 間 にわた り働 く女性 が増 加す るこ とを意 味

す る。 そ して、 企業 組 織 内で は性 別 に捉 われ な い人材 活 用 が進 め られ、 女 性 に対 す る期 待が 高 ま る

中、女性 の メ ンタル ヘル ス問題 も重 要性 を増 して いる。そ こで、本稿 で は、仕事 と育 児 を両立 す る女

性 の メ ンタル ヘル ス につ いて考察 す る。
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Mental Health of Working Women
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Abstract 

 At present there are many corporate organizations whose employees are with the uneasiness 

in mental health. 

 Aggravation of employee's mental health may cause a labor efficiency drop and a hindrance 

to employee's human resources development. 

 For corporate organizations which want to make effective use of human resources, mental health 

of the employees is an important issue. 

 An increase in women who continue their work through their child birth and childcare periods 

means also an increase in working women who work for a long period of time. 

 In corporate organizations, they are promoting use of human resources not making a distinction 

of the sexes. 

 In this context, mental health of working women will rise in importance, while the expectation 

for women increases. 

 This paper will consider mental health of working women who try to keep a good balance of 

work and parenting.
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1.は じ め に

近年、 メンタルヘルスに問題 を抱 え る労働者 が

増加 してい る。 メ ンタルヘルスの悪化 は、労 働能

率低下 を引き起 こ し、長期欠 勤や休職 あ るいは退

職 につなが る恐 れがあ る。従業員1人1人 の能力

を最人 限に引 き出 し、組織 の利益 に結 び付 けたい

企業 に とって、従業員の メンタルヘルスの悪化は、

組織 の大 切な人材 の価値 を低下 させて しま う、 あ

るいは、人材 その ものを失 って しまう大 きな課題

であ る。

本稿 では、 この職場 での メンタルヘルス問題 を

女性 について考 えてみたい。

働 く女性 に とって、 出産 お よび育児 は仕事 を続

け るか どうかを考 え る1つ の大 きな ライ フイベ ン

トであ る。以前 に比 べれば、 出産、育児期 も仕事

を継続 す る女性 は増加 してい る。

さて、 男性 の育児休業取得率 が2011年 度 に過去

最高 にな った とい うものの、 女性 の取得率 と比べ

て依然 として低水準 であ り、 女性 にとって育児 の

負担 は相変 わ らず大 きい。 そのよ うな中、 国際的

にみれば、 まだ少数 ではあ るが、企業組織 の中、

管理 的な地位 に就 く女性 は確実 に増 え、企業 の彼

女た ちへの期待 は高 ま って きてい る。

そ こで、育児 と仕事 を両立 す る中での女性 の メ

ンタルヘルスの問題 を検討 してい く。

2.女 性の働 き方の変化

最初に、女性の働き方の変化を育児期 における

仕事の継続状況、および、企業から期待される役

割からみてい く。

2-1.育 児 との両立

わが国の女性 の年齢 階級 別労 働力率 の推移 をみ

てみ る。 その際、女性 の働 き方 に影 響を与 えた と

考 え られ る男女雇用機会均 等法 の成 立 した1985年

度か ら直近までの変化を追 ってみた(図 表1参 照)(1)。

日本 の女性 の働 き方 の特徴 と して、 出産、育児 期

に労働力率 が低 下 し、 グラフがM字 を描 いてい る

といわれ る。M字 は現在 において も依然残 ってい

るが、1985年 にはM字 の底 が50.6%だ った ものが

2010年 には66.2%と ず いぶん と浅 くな ってい る。

そ して、M字 の底 を形 成す る年 齢層 をみ る と、

1985年 には30歳 代前半 であ ったが、 徐 々に高年齢

層 に移動 し、2010年 には30歳 代後半 とな っている。

2010年 度の女性 の第1子 出生時 の平均年齢 が29.7

歳(2)とい うことを考えれば、30歳 代が育児期 とな っ

【図表1女 性の年齢階級別労働力率の推移】

15～1920～2425～2930～3435～3940～4445～4950～5455～5960～6465～ (歳)

総務省統計局 「労働力調査」より筆者作成
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てい る女性 は多 い と考 え られ る。

また、25歳 ～39歳 にお ける有配偶者 の女性 労働

力率 が、1985年 と比較 し、 いずれの年齢 階級 で も

増加 して いる(図 表2参 照)(3)。これ らのことか ら、

結婚 後、育児期 も仕事 を継続 してい る女性 が増 え

て きてお り、 その年齢 が比較 的高年齢層 に まで及

んでい ることが推察 され る。

さらに、2010年 の国立 社会保 障 ・人 口問題研究

所 に よる調 査 で は、 未婚 女性 の予想 す る ライ フ

コース は育児 と仕 事 の 両立 コー スが増 加 して お

り(4)、育 児期 に仕事 を中断せず、 仕事 と育児 の両

立 を図 るスタイルは女性 の働 き方 と して一般 化 し

つつあ ると考 え られ る。

2-2.管 理職 への登用

次 に、企 業組織の中で、 女性 に求め られ る役 割

の変化 について検討 す る。2011年 度 の雇用 均等基

本調査 に よれば、管理職 に占め る女性 割合 は、係

長 相 当職11.9%、 課 長 相 当職5.5%、 部 長相 当職

4.5%で 過去最高 とな ってい る(図 表3参 照)(5)。国

際的 にみれば、 この数値 はまだ まだ低い ものの、

着実 に女性 が責 任のあ る仕事 を任 されつつあ る現

状 がみえ る。 女性 を積極 的に活用 してい く取 り組

みであ るポジテ ィブア クシ ョンを推進 す る企業 割

【図表2有 配偶者女性の年齢階級別労働力率】

20～24 25～29 30～34 35～39 40～44 45～49 曳 戚 ノ

総務省統計局 「労働力調査」より筆者作成

【図表3管 理職 に占める女性 の割合 】

198919921995199820002003200620092011

*〔 〕内の比率 は岩手県、宮城県及び福島県を除 く数値 であるため、2009年 と2011年 の間を結んでいない。

厚生労働省 「平成23年 度雇用均等基本調査」 よ り筆者作成
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合 も少 しずつではあるが増加 してきている(6)。

李が、男女雇用機会均等法が施行 されて以降、

男性中心であった企業組織への女性の浸透が進ん

できていると述べている(7)ように、役職に就 く女

性の割合の増加は、単 に女性の割合が増えるとい

う量的変化 とは異な り、女性労働力の質的変化を

意味する。労働力人 口が減少する中、企業 による

性別に捉われない人材活用は進むと考えられるこ

とから、企業の中での女性の存在感は今後も増 し

てい くであろう。

さて、女性が管理職 に就 く時期 と育児 という家

庭の役割を担う時期は同 じ頃なのだろうか。労務

行政研究所の試算(8)によると、 女性が役職 に就 く

年齢は、役職の中でも女性が占める割合が最 も多

い係長相当職 において、30歳 位から増加する傾向

にある。この年齢は、前述2-1で みた育児期とちょ

うど重なっている。つまり、家庭では育児を行い

つつ、職場では仕事の重みが増 しているという女

性が、かな り存在 しているのではないだろうか。

3.仕 事 と育児 の両立をめ ぐるス トレス

メンタル不調 にはス トレス(9)が影響 してい ると

いわれ る。 もちろん、 ス トレスのみが メンタル不

調 を引 き起 こすわ けではない。 ア メ リカ国立 労働

安全衛生研究所の職業性 ス トレスモデルによれば、

ス トレス、労働者個人 の要因(身 体状況、年齢、

性格等)、 緩衝要因(家 族のサポー ト、上司のサポー

ト等)の 組み合 わせに よ り、 メンタル不調 に至 る

か どうかが決定 される としている(図 表4参 照)(1①。

また、代表 的な精神疾 患であ る気分 障害 の発症 原

因については、脆 弱性 とい う生 物学的要 因にス ト

レスが加わ って発症するという仮説が有力であるql)。

しか し、 いずれ にせ よ、 ス トレス とメンタル不調

には強 い関連性 があ ることは明 らかであ ることか

ら、 ここでは、育児 と仕事 を両立す る女性 に とっ

て どの ようなス トレスが存在 してい るのかを整理

してみ る。

3-1.ス トレス要 因

まず、仕事 と育児 を両立 す る女性 のス トレスを

考 えた場合、 ス トレスは仕事上 や職 場上 の ものだ

けとは限 らない。図表4の とお り、ス トレスには、

仕事 のス トレス と仕事以外 のス トレスがあ る。仕

事以外 のス トレス とは、女性 の家族 や地域 の問題

等、仕事 や職場 とは関係 のないス トレスの ことで

あ る。

金井、小野 は働 く女性 の メンタルヘルスを阻害

する要因の1つ に二重役割 によるス トレスを挙げ、

仕事 と家庭 の両方で重 要な役割を担 うとい う重荷

が メ ンタル不調 につ なが る可 能性 を指摘 して い

る⑫(1%

そ こで、 ここでは女性 が仕事 と育 児を両立 す る

際に受 けるス トレス と して、仕事 のス トレス に加

え、仕事以 外のス トレス と して、育 児のス トレス

を考 えてい きたい。

3-2.仕 事 のス トレス

まず、仕事 のス トレスを考 えてみたい。競争 が

【図表4職 業性ス トレスモデル】

個人の要因

仕事のス トレス
山
冒 ス トレス反応 → メンタル不調

仕事以外のス トレス 緩 衝 要 因

JosephJHurrellJr,MargaretAclaney(1988)p.28-・ 部 改 変 筆 者 作 成
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激化 している経営環境、人口減少 による労働力不

足、雇用の場面での男女平等を定める男女雇用機

会均等法の影響等を受 け、男女を区別することな

く能力により活用 しようとする企業の意識は進み

つつある。

そのような中、男性が主、女性が補助 といった

性別役割分業の表れであるコース別人事による総

合職、一・般職の性質 も変化 してきている。主にい

ままで女性が担 ってきた一般職は決 して補助的な

仕事で終始せず、第一線に出て、総合職並みの仕

事 に近づいてきているという。企業から女性に対

して求められる仕事の水準が高 くなるということ

は、 その期 待 に応え るための プ レッシャー も高ま

ることは容 易 に想像 で きる。

実 際、2007年 の厚生 労働 省 による労働者健康状

況調査ωに よれば、仕事 や職業生 活 に強い不安、

悩み、ス トレスがある女1生は56.3%と 、男性の59.2%

とほ とん ど差 がな く、過半数 の女性 がス トレスを

感 じなが ら仕事 を遂行 してい る。 ス トレスを感 じ

て いる内容 と して、 上 位 に 「仕事 の質」「仕事 の

量」 「仕事 の適 性」 とい った仕事 その もの に対 す

るものが挙 が ってお り、仕事 の負荷 が大 きい可 能

性 があ る。

また、管理職 にな ることにつ いての考 え方 には、

【図表5管 理職になることをすすめられたとき引き受けるかどうか】

1・引き聯 ・櫛 丙容欄 牛・こよ・て引き秘 ・引き蜘 ない ・現時点で・勘 ら屯い ・鯛 司

東京都産業労働局 「平成21年度東京都男女雇用平等参画状況調査結果報告書」より筆者作成

【図表6管 理職 を引 き受 けな い又 は現時点で はわか らな い理 由】(複 数 回答)

現在の自分の能 力では自信が草い

1士事ヒ寧脚 〕再立が困難

吐事より、自分の時 聞を充箕ざせたい

結与 ・待遇・業稿内容なビの艶 力が屈Lゐ れない

モデルと毒毒管 理職がいない

實任を負いたく尊い

現場セ萬臨 なたく古;い

モの他

無回答

(

東京都産業労働局 「平成21年度東京都男女雇用平等参画状況調査結果報告書」より筆者作成
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男女で差がある。2009年 度の東京都男女雇用平等

参画状況調査(図 表5、6参 照)⑮ によれば、管理

職 になることをすすめられた場合、男性は4L6%

が 「引き受ける」 と回答 しているが、女性のそれ

は11.2%に すぎず、管理職への昇進に及び腰であ

る。そ して、女性が管理職を 「引き受 けない」 ま

たは 「現時点ではわか らない」理 由として、 「現

在の 自分の能力では自信がない」「仕事 と家庭 と

の両立が困難」 というものが上位理由となってお

り、特 に 「仕事 と家庭の両立が困難」 と回答 して

いる割合に男女の開きが大きい。管理職の仕事は、

育児 との両立を考えると負荷が重 く、企業からの

期待に応える自信がないと考える女性が存在 して

いるのである。

3-2.育 児 のス トレス

次 に、育児のス トレスを考えてみ る。女性 にとっ

て、 親 にな ることは身体 的 にも心理 的 にも大 きな

負担 であ り、 その ような困難 を伴 う出産、育児 に

多 くの女性 が直 面す る(1④。 育児 は男女共 に担 って

い くものであ るが、実 際には女性 にかか る負担の

方 がは るかに大 きい。2011年 度 の育児休業取得率

をみ ると女性 の87.8%と 比較 し、 男性 は過去最 高

の取得率 とはいえ、 わずか2.63%で あ る。 さらに

共働き世帯における夫婦別の育児や家事 に費やす

時間をみると、2011年 の社会生活基本調査⑰では、

1週 間平均男性で24分、女性 は372分 で、女性が

男性の15倍以上の時間を育児、家事 に費や してい

る(図 表7参 照)。 家庭での育児を含む仕事の量

的負担が人きく女性にかかっていることがわかる。

そ して、質的な負担 も考えてみたい。大野 ・柏

木によれば、 日本の父親は育児への関与の仕方を

妻に言われながら行 ってお り、 自分が主体的にケ

アをするという意識が低いという(⑧。育児を積極

的に行 う父親が近年注 目されつつあるものの、一

般的には母親が主体 となって育児を行 っているの

が現状であろう。そ して、牧野は、子育ての父母

の分担について国際的にも日本の父親の参加が立

ち遅れていることを指摘 している⑲。 このように

子育ては母親が担うものといった性別役割分担意

識はまだ根強 く存在 してお り、質的にみても育児

の負担は女性 に強 くかかっている。

3-4.ス トレス とメ ンタル不調

育児 の負担をかかえつつ、仕事 と両立 す る女性

がすべて メンタル不調 にな るわ けではない。 メン

タル不調 にはス トレスだ けではな く、 その人 自身

の持 つ性格 等 も関係 す る。

【図表7子 どもがいる共働き夫婦の生活時間比較】

総務省 「平成23年 社会生活基本調査」 よ り筆者作成
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精神疾 患にな りやすい人 について、 テ レンバ ッ

ハはその性格 をメ ランコ リー親和型 と して、几 帳

面 であ る、 自己の仕事 に対 して過度 に高 い要 求水

準 を持 ってい る、他人 のために尽 くす ことをその

特徴 と して挙 げてい る⑳。

仕事 と育児 を両立 す る女性 には、母親 と労 働者

としての二重役 割が求め られてい るわ けだが、1

人 の人 間が2つ の役 割をそれぞれ完全 にこなそ う

とすればス トレスは高 ま り、 メンタル不調 を引 き

起 こ しかねない。

4.働 く女性のメンタルヘルスケア

仕事 と育児を両立する女性には二重役割を担う

ことによるス トレスが存在する可能性がある。人

材の有効活用 には、その人材の健康状態は重要な

ポイン トとなる。そこで、仕事 と育児を両立する

女性へのメンタルヘルスケアについて考察 してみ

たいQ

4-1.多 様 なス トレスを視野 に入 れる

心 の病 は身体 の病 とは異 な り、疾 患の原因が不

明な ものが多 い⑫1)。何 が主 因で何 が副因 か もわか

りに くく、その病 の原 因は複合 的であ るとい う⑳。

この心 の病 の特徴 を仕事 と育児 を両立 す る女性

に当てはめて考 えてみ る。 もし、彼 女た ちが メン

タル不調 に陥 った場合、 その原因が仕事 のス トレ

スのためなのか、育児 のス トレスのためなのか、

あ るいは別のス トレスのためなのか、 明確 に因果

関係 を判 断す ることは困難 であ る。 また、 どれか

1つ のス トレスだ けに原 因があ るのではな く、複

数 のス トレス、 あ るいは その他 の要 因が 重 な り

合 って発症 してい る可能性 があ る。

さて、企業 は、労 働契約 を締結 してい る従業員

が、職場環境 や業務遂行 が原 因で健康 を損ね るこ

とな く働 けるように、労 働環境 を整備 しな ければ

な らない安全配慮義務 を負 ってい る。 さらに、従

業員 が職場環境 や業務遂行 が原因で精神疾 患に罹

患 した場合 には、補償 を行 わなければな らない労

働災害補償義務 を負 ってい る。 この安全配慮義務

および労働災害 補償義務 の範囲の疾病 は、 業務 に

起 因す るものであ る。 そ う考 え ると、 女性 が仕事

以外 のス トレス によ りメンタル不調 にな った場合

は企業 には補償責任 はない。

しか し、 だか らとい って、 メンタルヘルスケア

の際 に、仕事上 のス トレスのみ に着 目す ることは

以下 の2点 か ら、賢明 とは言えない と考 え られ る。

まず1点 目は、心 の病 の場合 、その原 因が不 明

確、複合的である とい う特徴を持 つ。 したが って、

メンタル不調 を引き起 こ した時、その原 因が業務

上 の要 因ではない とは っき りと判断す ることが難

しく、企業 が従業員 の健康 を守 る義務 を果 た して

い ると言 い きることが困難 であ るか らであ る。

2点 目は、従業員 が健康 で能 力を最人 限に発揮

す ることが企業 にとって望 ま しい状 態であ る。 そ

の大切 な人材 が原因は何 であれ、 メンタル不調 の

ため に、 パ フォーマ ンスが低下 した場合、 その損

失 は企業 が被 ることにな るか らであ る。

以上 の ことか ら、仕事 と育児 を両立す る女性 の

メンタルヘルスケアを考 え ると、仕事上 のス トレ

スのみな らず、育児 のス トレス等仕事以外 のス ト

レス も視野 に入 れてい くことは大切 であ ると思 わ

れ る。 そ して、 この ことは ワー ク ・ライ フ ・バ ラ

ンスの考 え方 にも通 じることにな ろう。

4-2.キ ャ リアの方向性 を考 える

自分 が出会 う環境要 因 に対 して 自分 が試練 だ と

認 知 しなければ ス トレス は発生 しない とい う㈱。

つま り、女性 が置かれてい る仕事環境 が 自分 の価

値観等 と一致 す るものだ った場 合、 ス トレスは発

生 しに くい と考 え られ る。 馬場 が メンタルヘルス

にとって、 自由な コース選 択がで きることが望 ま

しい⑫のとい うように、 女性 の育児期 の仕事環境 に

ついて、女性 自身の価値観 等 に沿 った ものを準備

す ることは大切 であ ると考 え られ る。

もちろん、 女性個人 に よ り、 望む働き方 は異 な

る。昇進志 向が強い者 もいれば、 弱い者 もい る。
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育児期 でみれば、育児 に重 きをお きたいか ら仕事

のペースを落 と したい と考 え る者 もいれば、育児

期 であ って も仕事 はい ままで どお りのペースで行

いたい と考 え る者 がい る。

そ して、 また、 この女性 の望 む働 き方 は、変 わ

る可能性 があ る。特 に子 どもを持 つ前後 で変 わ り

やすい。 厚生労働省 の2011年 度調査㈱によれば、

自分 自身のキ ャリアについて 「で きるだけ早 いペー

スで専 門性 を高 め たい」 「で きるだ け早 いペース

で管理職 に昇進 したい」 と考 え る女性 が、子 ども

を持 った後、大 き く減少 して いる㈱。実 際に出産、

育児 を経験 し、 その大変 さを 自身 の身 を持 って感

じることによ り、仕事 のス ピー ドを落 と したい と

考 え ることはあ りうる。

1人1人 、働 き方への希望 は異な るとい うこと、

お よび、 その希望 は変化 しやすい とい うことを踏

まえれば、女性側 と企業側、 それぞれのニーズを

す り合 わせて、適正 なキ ャ リア開発計画 を立 て る

ことは個別的要素が強 く困難であると考 え られ る。

しか し、 女性 のメ ンタルヘルスに とってはその よ

うな方法 が有意義 であ ろう。

5.む す び に

本稿では、仕事 と育児を両立する女性のメンタ

ルヘルスに着 目し、彼女たちの育児期の働き方、

および、企業組織 における女性の位置づけがどの

ように変化 してきているかみた上で、彼女たちを

取 り巻 くス トレスを考え、育児期 に働き続 ける女

性のメンタルヘルスについて、企業はどのような

ことを意識 してケアすることが望 ましいのかを整

理 した。

労働力不足が懸念 される中、多様な属性を持つ

人材の活用が企業 には欠かせない。その属性の中

には、女性があ り、育児を行 う者がある。育児を

行 う女性がその能力を十分 に発揮するためには、

長期的な視点での人材育成が必要である。育児期

という短い期間に捉われず、育児期を経た後 も見

据えた上で、企業は人材育成を考えていきたい。
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